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違反行為別交通事故と違反取締りに関する都道府県別比較研究 

─ 平成 13 年交通事故統計による分析 

専修大学経済学部助教授  真殿 誠志 

 

１．背景と目的 

 平成14年の交通事故件数は93万6721件、死者数8326人*１、負傷者数116万7855人となり、

実に 19 年ぶりに三つの数字がすべて前年を下回るという「トリプル改善」*２ であったと言え

よう。減少したこと自体誠に歓迎すべきことではある。しかしながら、過去10年間の動きを見

ると平成 4年の死者数 11,451 人から平成 13年の 8,747 人とわずかに減少傾向が見られるもの

の、負傷者数は 84万 4千人から118 万人と上昇傾向にある。死者数自体 1万人弱という未曾有

の大災害に匹敵する数字であり、19年ぶりのトリプル改善という事実を離れて前年比を下回っ

たという結果だけに喜んでばかりもいられないであろう。 

 交通事故を防止する上で、交通警察の果たす役割は当然のことながら大きな影響があると考

えられ、交通取締りは事故の減少を目的として執行されるべきは当然のことである。例えば、
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警察庁交通局交通指導課は「交通指導取締りが交通事故の防止と交通秩序の維持に大きく寄与

していることには、異論の余地がない」*３ と高らかに宣言している。しかしながら、一部では

取締りのための取締りが行われているように感じる人も少なからずいるのではないだろうか。

事実 1986 年 10 月 21 日警察庁乙後発第９号通達おいて「取締りに当っては、取締りのための取

締りとなることのないよう特に配慮する」ことが明記されている。さらに古い公式文書、警察

庁依命通達（1967）『交通指導取締り等の適正化と合理化の推進』の中で「...いわゆる点数主

義に堕した検挙のための検挙あるいは取締りやすいものだけを取締る安易な取締りに陥ること

を避ける」ようにとの文言もある。このように公式文書において注意が喚起されていると言う

ことは、やはり取締りのための取締りが行われる可能性無しとは言えないであろう。また、取

締りのための取締りを意図せずとも、事故抑止効果のない取締りをしてしまう可能性も有り得

るだろう。真殿（2003）では、飲酒運転が関係した事故数について分析を行っているが、飲酒

運転取締り数は説明変数として有意ではなかった。本稿においては、動的違反取締り*４ 全体に

対象を広げ、最新データである平成 13年交通事故統計年報により、都道府県間の比較を通じて

事故に対する取締りについて分析を行う。 

 

２．データ説明と独立性テスト 

  データ項目 

 本研究で用いたデータはすべて交通事故統計年報平成13年版によっている。毎年発表される

統計年報には様々な事故分類があるが、本研究では法令違反別事故分類（第一当事者）と違反

行為別取締り状況を用いている。法令違反別事故分類は 45項目からなるが、違反取締りとの対

応関係を分析するため、主な違反取締りとして発表されているデータのうち 7項目すなわち飲

酒運転、信号無視、最高速度違反、積載違反、整備不良車両、一時停止違反、歩行者妨害が主

たる法令違反であった事故を分析対象としている。 

 

  違反別交通事故データの独立性テスト 

 車両を対象とした違反別交通事故について都道府県別に事故数の組合せに差があるかどうか、

車両に関する事故データ全体について独立性検定*５ を行った。第 j都道府県（１～mまで）第

i 項目（１～nまで）の一万人当たり*６ 交通事故数を yijとした時、帰無仮説 H0は 

y11：y21：y31．．．：yn1 = y12：y22：．．．：yn2 = ．．．= y1m：y2m：y3m：．．．：ynm 

となり、違反別事故のパターンに都道府県別の差がないのかどうかを確認するテストである。

その結果、自由度 736、カイ二乗値 904.648、1％有意水準において帰無仮説が棄却できること

が分かった。つまり、法令違反別事故パターンは都道府県ごとに異なると結論できる。 
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  取締りデータの独立性テスト 

 交通事故データと同様に取締りデータについても独立性テストを行った。取締りは言うまで

もなく人為的に起きていることなので、あるいは全国的にある取締り数の組合せを意識して均

質な取締りが行われているかもしれない。j 都道府県取締り項目 i の一万人当たりの数を xij

とした時帰無仮説 H0は 

x11：x21：x31．．．：xn1 = x12：x22：．．．：xn2 = ．．．= x1m：x2m：x3m：．．．：xnm 

となる。検定の結果自由度 368、カイ二乗値 6119.57で有意水準 1％の下、帰無仮説は棄却でき

る。よって、取締りにおいては何らかの理由で都道府県ごとに異なるパターンでの取締りが実

施されていると考えられる。 

 

３．法令違反別事故、取締り件数それぞれのシェア比較 

 それぞれの都道府県内における違反別事故シェアと取締りシェアの上位 10 都道府県と下位

10都道府県を比較することで事故と違反の大きな傾向を分析する。一覧表は表１である。ここ

で言うシェアとは、事故シェアは違反別事故全体に占める当該項目の比率であり、取締りシェ

アは取締り全体に対する当該項目の比率である。 

 まず、信号無視から見ると、信号無視が違反別事故の多くを占めるのは栃木、愛知、北海道、

福井、山梨、岐阜、群馬、宮崎、滋賀、徳島であり北海道愛知を除けばやや山がちな地域に比

較的多い。取締りのシェアが大きいのは、栃木、群馬、福島、宮崎、岩手、大阪、山口、熊本、

福井、北海道であり事故シェア上位に 10都道府県に名前があるのは網掛けの 5府県である。一

方信号無視の事故シェアが低いのは沖縄、長崎、鳥取、山口、福島、高知、佐賀、鹿児島、大

分、岩手である。これに対応して取締りシェアが低いのは長崎県一県であった。 

 最高速度違反の事故シェアが大きいのは  岡山、兵庫、群馬、徳島、岐阜、和歌山、福島、

宮城、北海道、栃木である。北海道を除いて大都市圏の周辺の県に多いことが分かる。これら

上位 10都道府県に対応して取締りシェアが大きいのは北海道と岡山県のみであった。 

 一方最高速度違反が事故に占めるシェアが小さいのは島根、東京、鳥取、香川、福井、大阪、

青森、愛知、奈良、石川である。比較的大都市圏と反対の地方圏とに多いことが分かる。事故

シェアの小ささに対応して取締りシェアの小さいのは東京都、大阪府、愛知県の日本三大都市

圏である。 

 歩行者妨害で事故シェアの大きかったのは兵庫、長崎、東京、宮城、神奈川、青森、長野、

宮崎、京都、静岡であった。一部を除いて比較的人口密度の高い地域が多いことが分かる。こ

れら上位 10都道府県に対応して取締りが多かったのは、静岡、京都、長野、神奈川であった。

一方、事故シェアの小さかったのは香川、鳥取、奈良、和歌山、福井、佐賀、山梨、三重、愛 
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表１ 都道府県別事故および取締シェア 

違反別事故シェア 取締シェア 違反別事故シェア 取締シェア 違反別事故シェア 取締シェア 
 信号 

無視 
都道府県 都道府県 

信号 
無視 

最高速 
度違反 

都道府県 都道府県 
最高速 
度違反 

歩行者 
妨害 

 都道府県 
歩行者 
妨害 

5.2 栃木 栃木 13.4 6.6 岡山 島根 65.7 5.3 兵庫 静岡 1.8 
5.2 愛知 群馬 13.3 6.3 兵庫 北海道 60.5 3.5 長崎 京都 1.4 
5.1 北海道 福島 13.3 3.2 群馬 富山 59.6 2.8 東京 愛媛 1.3 
5.0 福井 宮崎 13.0 1.7 徳島 秋田 58.0 2.6 宮城 山形 1.0 
4.9 山梨 岩手 12.8 1.7 岐阜 岩手 50.8 2.6 神奈川 岩手 0.9 
4.8 岐阜 大阪 12.4 1.5 和歌山 長崎 50.4 2.2 青森 埼玉 0.7 

4.8 群馬 山口 12.1 1.2 福島 愛媛 49.1 2.1 長野 岡山 0.6 
4.7 宮崎 熊本 11.7 1.1 宮城 岡山 49.0 2.1 宮崎 長野 0.6 
4.7 滋賀 福井 11.3 0.9 北海道 鹿児島 48.6 2.0 京都 神奈川 0.6 

上
位

10都
道
府
県
 

4.4 徳島 北海道 11.2 0.8 栃木 山形 47.9 2.0 静岡 大分 0.6 

1.7 沖縄 島根 3.6 0.0 島根 東京 12.4 0.4 香川 沖縄 0.0 
1.9 長崎 東京 3.7 0.0 東京 沖縄 13.6 0.5 鳥取 島根 0.0 
2.0 鳥取 神奈川 4.1 0.1 鳥取 広島 21.6 0.5 奈良 山口 0.0 
2.1 山口 長崎 4.5 0.1 香川 和歌山 23.1 0.7 和歌山 茨城 0.0 

2.4 福島 埼玉 4.7 0.1 福井 神奈川 23.9 0.7 福井 秋田 0.0 
2.5 高知 和歌山 4.8 0.1 大阪 静岡 26.3 0.9 佐賀 山梨 0.1 
2.7 佐賀 愛媛 4.9 0.1 青森 大阪 26.6 0.9 山梨 滋賀 0.1 
2.7 鹿児島 京都 5.3 0.1 愛知 千葉 27.8 1.0 三重 大阪 0.1 
2.8 大分 兵庫 5.4 0.2 奈良 埼玉 28.3 1.0 愛知 長崎 0.1 

下
位

10都
道
府
県
 

2.9 岩手 千葉 5.4 0.2 石川 愛知 29.1 1.1 茨城 宮城 0.1 

違反別事故シェア 取締シェア 違反別事故シェア 取締シェア 違反別事故シェア 取締シェア 
 一時 

不停止 
都道府県 都道府県 一時 

不停止 
酒酔い 
運転 

都道府県 都道府県 酒酔い 
運転 

積載 
不適当 

都道府県 都道府県 積載 
不適当 

11.5 岐阜 栃木 22.3 1.1 秋田 沖縄 11.6 0.1 徳島 三重 1.5 
11.2 埼玉 愛知 21.0 0.6 沖縄 青森 7.0 0.1 秋田 岩手 1.1 
11.0 兵庫 茨城 20.8 0.4 福島 宮崎 6.6 0.1 滋賀 愛媛 0.7 

10.1 栃木 静岡 17.3 0.3 岩手 三重 6.4 0.1 熊本 香川 0.6 
9.3 静岡 大分 16.3 0.3 宮崎 群馬 6.1 0.1 愛媛 兵庫 0.5 
9.1 群馬 鳥取 15.6 0.2 長野 茨城 5.9 0.1 茨城 鳥取 0.5 
8.1 宮城 滋賀 15.6 0.2 宮城 福島 5.6 0.1 福井 長野 0.5 
7.8 宮崎 山形 15.4 0.2 三重 愛媛 5.4 0.0 福岡 宮城 0.5 
7.4 北海道 佐賀 15.3 0.2 長崎 山梨 4.9 0.0 岡山 大分 0.5 

上
位

10都
道
府
県
 

7.4 和歌山 群馬 15.2 0.2 徳島 秋田 4.8 0.0 三重 長崎 0.4 

1.4 沖縄 沖縄 1.1 0.0 島根 東京 1.4 0.0 鳥取 北海道 0.0 
1.4 山口 大阪 1.7 0.0 大阪 奈良 1.9 0.0 山梨 沖縄 0.1 
1.6 長崎 東京 4.2 0.0 奈良 愛知 1.9 0.0 京都 栃木 0.1 
1.7 鳥取 神奈川 4.3 0.0 兵庫 大阪 1.9 0.0 高知 大阪 0.1 
2.3 奈良 北海道 4.9 0.0 山口 広島 2.1 0.0 山口 奈良 0.1 
2.4 山梨 香川 5.0 0.0 広島 岐阜 2.1 0.0 愛知 茨城 0.1 
2.7 福岡 広島 5.2 0.0 大分 島根 2.2 0.0 東京 佐賀 0.1 

2.7 広島 京都 5.6 0.0 神奈川 香川 2.2 0.0 兵庫 福井 0.1 
2.8 滋賀 福島 7.7 0.0 石川 神奈川 2.2 0.0 北海道 岡山 0.1 

下
位

10都
道
府
県
 

3.2 島根 千葉 8.1 0.0 愛知 千葉 2.3 0.0 静岡 富山 0.2 

違反別事故シェア 取締シェア 

 整備 
不良車 
運転 

都道府県 都道府県 
整備 

不良車 
運転 

0.2 山口 徳島 4.7 
0.1 佐賀 山口 4.6 
0.1 沖縄 熊本 3.6 
0.1 福井 大分 3.6 
0.1 鹿児島 福島 3.5 
0.1 秋田 長崎 3.5 
0.1 和歌山 山形 3.2 

0.0 徳島 宮崎 2.9 
0.0 長野 岐阜 2.9 

上
位

10都
道
府
県
 

0.0 滋賀 群馬 2.8 

0.0 鳥取 愛知 0.4 
0.0 山梨 富山 0.5 
0.0 静岡 大阪 0.5 
0.0 島根 福井 0.6 

0.0 大阪 愛媛 0.7 
0.0 愛知 北海道 0.8 
0.0 千葉 栃木 0.8 
0.0 熊本 岩手 0.9 
0.0 香川 島根 0.9 

下
位

10都
道
府
県
 

0.0 青森 京都 0.9 

        

注：取締シェアの網掛けは事故シェアに名前のある都道府県を表す 
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知、茨城である。愛知を除けば大きな年を抱えていない県が占めている。これら下位 10都道府

県に対応して取締りシェアの少なかったのは茨城、山梨であった。 

 一時停止違反について事故シェアの大きかったのは岐阜、埼玉、兵庫、栃木、静岡、群馬、

宮城、宮崎、北海道、和歌山でほとんどが大都市圏周辺の地域である。この上位 10都道府県に

対応して取締りシェアが大きかったのは栃木、静岡、群馬であった。一方、事故シェアの小さ

かった都道府県は沖縄、山口、長崎、鳥取、奈良、山梨、福岡、広島、滋賀、島根である。こ

の下位 10都道府県に対応して取締りシェアの小さかったのは沖縄、広島であった。 

 飲酒運転に関しては事故シェアの大きかったのは秋田、沖縄、福島、岩手、宮崎、長野、宮

城、三重、長崎、徳島である。大きな都市もない反面特別人口密度が低いわけでもない平均的

地域での事故シェアが高い。この上位 10都道府県に対応して取締りシェアが大きいのは沖縄、

宮崎、三重、福島、秋田の 5県である。一方、飲酒運転事故シェアの小さかったのは島根、大

阪、奈良、兵庫、山口、広島、大分、神奈川、石川、愛知であった。この下位 10都道府県に対

応して取締りシェアが小さいのは奈良、愛知、大阪、広島、島根、神奈川の 6府県である。 

 積載不適当に関して事故シェアの大きかったのは徳島、秋田、滋賀、熊本、愛媛、茨城、福

井、福岡、岡山、三重である。これら上位 10都道府県に対応して取締りシェアが大きいのは三

重と愛媛である。一方、事故シェアの小さかったのは鳥取、山梨、京都、高知、山口、愛知、

東京、兵庫、北海道、静岡である。これら下位 10都道府県に対応して取締りシェアが小さいの

は北海道のみである。 

 整備不良車に関して事故シェアの大きかったのは山口、佐賀、沖縄、福井、鹿児島、秋田、

和歌山、徳島、長野、滋賀である。和歌山以外は大都市圏隣接することもない地方であること

が分かる。この上位 10都道府県に対応して取締りシェアが高いのは徳島、山口である。一方、

事故シェアの小さかったのは鳥取、山梨、静岡、島根、大阪、愛知、千葉、熊本、香川、青森

である。これら下位 10都道府県に対応して取締りシェアが小さいのは愛知、大阪、島根の３府

県である。 

 以上違反別事故シェアと取締りシェアのランキングを対応させて分かったことは、飲酒運転

に関しては事故と取締りシェアそれぞれが大きい都道府県とそれぞれのシェアが小さい都道府

県で 10位以内に重なる都道府県が比較的多いと言うことである。シェアの大きい方で 5都道府

県、小さい方で 6都道府県が重なっている。つぎに重なりが多いのは信号無視である。シェア

上位 10都道府県では飲酒運転と同じく 5都道府県が重なっている。しかし、シェア下位 10都

道府県については重なったのは１県だけである。 
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４．違反別事故と違反取締り 

 都道府県別シェアのバランスと相関係数 

 桜田（p127、1988）においては事故と取締りのバランス指数 Pij という指標が導入されてい

る*７。これは違反別事故数のシェアをその違反取締り数のシェアで除した値で、以下のように

定式化できる。 

Pij=(nij/Nj) / (eij/Ej) 

ただし Pij : 都道府県ｊ、違反項目 iの事故件数と取締り件数のバランス指数 

nij : 都道府県ｊ、違反項目 iの事故数 

Nj : 都道府県ｊの違反項目総数 

eij : 都道府県ｊ、違反項目 iの取締り数 

Ej : 都道府県ｊの総取締り数 

さらに Pij > 1 の時、Pij = -1/Pijとして-1 から 1間の値となるよう調整している。上記のよう

に定義すると、マイナス側からゼロに近い値ほど取締りに比べて事故が多い傾向を持ち、プラ

ス側からゼロに近いほど違反別事故に比べてその違反の取締りが多いことを表す。各都道府県

が交通取締りに使える資源を事故のシェアと比較する中でどの取締りに優先的に割り振ったの

かを見ることが出来る（表２）。指標は 1か-1に近いほど違反別の事故シェアとその取締りシェ

アの値が近いことを意味する。表１が Pijの結果である。1、0、-1 に近いか遠いかの基準とし

ては 0.5ないし-0.5を用いた。 

表２ バランス指数Ｐij 

 信号無視 最高速度違反 歩行者妨害違反 一時停止違反 飲酒運転 積載違反 整備不良車両 

島根 -0.108 沖縄 -0.001 大阪 -0.087 茨城 -0.260 
奈良 -0.216 島根 -0.002 沖縄 -0.117 沖縄 -0.272 
愛媛 -0.223 山口 -0.002 北海道 -0.125 福井 -0.316 
鳥取 -0.248 長崎 -0.002 香川 -0.154 滋賀 -0.321 
長崎 -0.249 秋田 -0.005 京都 -0.240 佐賀 -0.350 
山梨 -0.252 茨城 -0.005 岐阜 -0.256 熊本 -0.377 
新潟 -0.258 滋賀 -0.007 富山 -0.260 秋田 -0.387 
滋賀 -0.273 山梨 -0.007 福島 -0.261 徳島 -0.446 
京都 -0.283 大阪 -0.011 秋田 -0.268 北海道 -0.563 

マイナスか
らゼロに近
いほど相対
的 に 事 故
割 合 が 多
い 

長野 -0.299 

 

青森 -0.011 青森 -0.297 

 

奈良 -0.660 

 

福島 -0.765 岡山 0.536 山口 -0.903 秋田 -0.661 富山 0.967 福井 -0.933 
大阪 -0.756 滋賀 -0.749 長崎 0.886 宮崎 0.963 
群馬 -0.706 愛知 -0.723 岩手 0.601 石川 0.894 
岡山 -0.682 長崎 -0.660 長野 0.567 長崎 0.782 
広島 -0.606 茨城 -0.616 鳥取 0.528 和歌山 0.708 
宮崎 -0.591 山梨 -0.612 愛媛 0.537 
岐阜 -0.569 大分 -0.566 山口 0.507 
兵庫 -0.555 鳥取 -0.539 岐阜 0.474 
栃木 -0.536 静岡 -0.511 千葉 0.464 

１か-１に近
いほどバラ
ンス 

岩手 -0.530 

 
 

和歌山 -0.500 

 

大分 0.455 

 

島根 0.005 島根 0.000 高知 0.000 島根 0.000 
東京 0.007 大阪 0.008 山梨 0.000 鳥取 0.000 
香川 0.015 兵庫 0.020 鳥取 0.000 山梨 0.000 
福井 0.018 和歌山 0.033 京都 0.000 静岡 0.000 
青森 0.018 群馬 0.044 兵庫 0.049 千葉 0.012 
大阪 0.022 奈良 0.047 東京 0.060 兵庫 0.017 
愛知 0.024 静岡 0.063 埼玉 0.129 熊本 0.019 
長野 0.031 神奈川 0.071 岩手 0.138 岐阜 0.021 
京都 0.031 広島 0.079 静岡 0.138 山形 0.022 

ブラスか
らゼロに
近いほど
相対的に
取締割合
が多い 

 

石川 0.033 

  

石川 0.081 三重 0.201 宮城 0.029 
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 信号無視については相対的な事故の多さが目立っていると言えよう。比較的取締りやすい違

反であるにもかかわらず取締りが多いという傾向の都道府県はなかった。バランス傾向にある

都道府県についても取締りが少ないというマイナスの値から接近であり、全体として取締りの

過小傾向が見受けられる。人口当たり事故数と人口当たり信号無視取締り数の相関係数は

0.3405でプラスの傾向を示し、相関ゼロを帰無仮説とした場合、有意水準 5％で有意な結果と

なっている。平成 13年単年で見た時、取締りの過小傾向を裏付けていると言えよう。 

 最高速度違反についてはプラス側の値つまり事故シェアに対する取締りシェアの過大傾向が

見られる。違反別事故のシェアに応じた取締りを行っているのは強いて言うならば岡山県だけ

ということになる。人口当たりの事故と取締りの相関係数は0.1826、有意水準 5％で相関ゼロ

の帰無仮説を棄却できない。全国的に最高速度違反に関して事故数と取締り数の傾向はとらえ

ることが出来ない。 

 歩行者妨害についてはマイナスからゼロに近い値のみで全体として事故シェアに対して取締

りが過小な傾向にあると言えよう。シェア同士が近い値もしくはプラス側からゼロに近い値を

取る都道府県はなかった。事故と取締りの相関係数は 0.3111、有意水準 5%で有意である。取締

りシェアが過小傾向にあることを裏付けている。 

 一時停止違反については事故シェアが相対的に大きい都道府県はあるが、取締りシェアが相

対的に大きい都道府県はなかった。ここに挙げている７つの項目の中では比較的 Pij が 1 もし

くは-1 に近い都道府県が散見されるのが特徴的である。ただ全国的な相関係数は 0.2646 であ

るが、有意水準 5%で有意な結果は得られていない。 

 飲酒運転については事故シェアに比較して取締りシェアの多い都道府県があることが分かる。

秋田県除いたすべての都道府県でプラスの値であり取締りシェアの過大傾向が存在する。全国

的に見ると事故数と取締り数の相関係数は 0.2121 であるが有意水準 5%で有意な結果ではな

かった。 

 積載違反については最も都道府県ごとに散らばる結果となっている。相関係数は-0.1485 で

あるが有意水準 5%で有意な結果ではなかった。事故数と取締り数とが負の相関を持っていると

は結論できない。 

 整備不良車両については取締りシェアが相対的に大きい都道府県が存在する。しかし、全国

的には 0.3518であり、有意水準 5%で有意である。 

 桜田（1988）の 1986 年データによる分析と比較すると、最も大きく違うのは飲酒運転に対す

る結果である。桜田（1988）では事故割合が多い都道府県もあれば取締り割合が多い都道府県

間でありまちまちの結果であったが、平成 13年データではほとんどの都道府県で取締り割合が

多い傾向を示している。この傾向については飲酒運転事故に対する批判が 1986年当時よりも強
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まっていることも背景にあるだろう*８。 

 

５．クラスター分析*９ 

 前節までは個々の違反項目についての都道府県別の対応関係について分析したが、最後にク

ラスター分析を用い都道府県を近いデータ同士にまとめることで、総合的に都道府県の特徴を

分析する*10。人口当たり違反別事故と人口当たり違反別取締りとでは値が 10倍から 1000倍ほ

どの開きがあるので、それぞれの変数を分散で基準化したデータによりクラスターに分ける。

クラスター間の距離の評価としては基準化したデータによる分類に適しかつ最も明確にクラス

ターを形成するウォード法を採用した。クラスター数に関してはあまりに少なくしても意味が

ない。つまり全国一つだけのクラスターでは分析の意味がなく、反対に細かすぎて各都道府県

がそれぞれのクラスターを形成しても意味が無くなってしまう。そこで、クラスター内の都道

府県数が複数になる最大のクラスター数７とした。ただし、違反別取締りに関してはクラスター

数を 5まで減らしても沖縄が単独で残ったため、違反別事故クラスターと、事故と取締り合わ

せたクラスター分析と同じ 7個のクラスターとしている。 

 違反別事故分類、違反取締りおよび両者を併せたクラスターは表３のようになった。また、

樹形図はそれぞれ図１、図２、図３*11 である。違反別事故クラスターと取締りクラスターを比

べた時、それぞれがかなり異なるクラスターを形成していることが分かる。さらに事故別クラ

スターと違反別事故および取締りクラスターを比べると両者が似たクラスターを形成している

ことが分かるだろう。これは事故別クラスターではクラスター内でデータが密に位置している

が、取締りデータは同じクラスター内であっても散らばって分布している。言い換えれば、事

故パターンはより似ているにもかかわらず、取締りは各都道府県でより散らばった傾向を示し

ていることになる。よって、違反別事故の発生パターンと取締りパターンは都道府県別に異な

るパターンになっており、いくつかの都道府県では事故に対応した取締りが行われていないこ

とを強く示唆している。例えば、事故の第一クラスターに属する都道府県は、取締りでは第一

から第六までのクラスターに散らばっている。事故第３クラスターに属する新潟、福岡、茨城、

和歌山は取締りクラスターにおいては第二クラスターに属し、ここは事故率が比較的高い。三

重、愛媛、熊本、滋賀から取締りパターンについて参考に出来る点が有り得るだろう。事故別

第四クラスターに属する栃木県は取締り割合が突出して高く、同一クラスター内の都道府県に

学ぶべき点が有り得るだろう。 
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表
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図１ 違反別事故樹形図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 取締樹形図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 違反別事故と取締樹形図 
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６．結語 

 違反別事故シェアと取締りシェアとの対応を見た時、違反の占める割合が高い都道府県で必

ずしもその取締り割合が高いわけではないことを確認できた。この関係はバランス指標を見る

ことによっていっそう鮮明になる。取締りの数字そのものは都道府県ごと統計的に独立であっ

たが、事故シェアとの関係を見ると積載違反を除く違反項目ほぼすべてでバランス指標はプラ

スかマイナスかどちらかの側に偏っている。つまり、すべての都道府県である項目については

相対的に事故割合が多いか、取締り割合が多いかどちらかになっており、プラスかマイナスか

の大きな傾向を見る限り画一的な取締り行われ、地域の実情に対応できていないことが考えら

れる。特に最高速度違反についてはその傾向が顕著で、全国的に取締りが相対的に多く行われ

ている実態が明らかとなった。真殿（2002）において、最高速度違反は直接死亡率の上昇に結

びついていないことが明らかになっていることを勘案すれば、最高速度違反については取締り

しすぎと言って良いのではないだろうか。また、真殿（2003）においては、飲酒運転に関連し

た事故数に関して、飲酒取締りは有意ではなかったが、ほとんどの都道府県で飲酒取締りの割

合が多すぎる傾向があった。クラスター分析によっても事故パターンと取締りパターンの乖離

が強く示唆される。ただし、今回の分析では都道府県それぞれを識別できる変数を取り込んで

いないので、どの都道府県の取締りが効果的でないかについてまでは分析できていない。 

 今後の課題としては、それぞれの都道府県を識別できる変数を導入することで、都道府県を

個別に評価すること、時系列データを用いて時間的な傾向を把握することである。さらに、違

反項目として直接取締ることは不可能であるがそのシェアが全体の７割りほどを占める安全運

転義務違反*12 という項目がある。取締りの効果測定のため、取締りが安全運転義務違反に与え

る間接的効果の分析も重要であろう。 

 

 

                                 
*１ この数字は 24時間内死亡者数であり、その速報性故に新聞報道等で用いられ易い数字であるが、国際

的には 30日以内死亡者数が用いられる。平成 14年度の 30日以内死亡者数は9575人で、前年比マイナ

ス 4.8％と24時間死亡者数と同等の減少率であった。 

（警察庁ホームページhttp://www.npa.go.jp/toukei/koutuu7/h14-30shisya.pdf） 
*２ 日本経済新聞 2003 年１月25日朝刊 
*３『月刊交通』1982 年 4月号 p21 
*４ 動的違反取締りとは車両関係の違反から駐停車違反と免許書不携帯を除いた違反をさす。 
*５ 独立性検定については『交通事故計量経済学』（pp.82-84, 1997）を参照のこと 
*６ 人口についてはデータが違反取締りと運転主体の法令違反に対する分類であるため、15歳以上人口を

用いている。 
*７ 桜田（1988）によれば元々この概念が導入された報告書は自動車工業会『道路交通法違反とその対策に

関する研究報告書』（1974）のようである。 
*８ のちの飲酒運転厳罰化の発端となった、東名高速道路で飲酒運転トラックにより女児２名が焼け死んだ
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事故は平成 11年 11月の事である。 
*９ クラスター分析については上田尚一『クラスター分析』第三章 pp.37-51、（2003）を参照のこと 
*10 クラスター分析はデータ間の距離を測ることで、確率分布を仮定することなく単に距離の近いデータご

とにグループ分けする手法であり、３節の独立性検定とは矛盾しない。 
*11 樹形図の作成については早狩進氏より氏作成のエクセルアドインソフト

（http://www.jomon.ne.jp/~hayakari/）を提供して頂いた。ここに感謝します。 
*12 直接取締りの対象となりえないこの項目に関して交通警察畑の要職を歴任してきた福田和夫（2003）は

「道路交通法の泣き所」p.40と表現している。 
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〈編集後記〉 

 今年の冷夏にはいささか戸惑いを覚えながら、残暑の厳しさに例年のようなギラギラとした

夏を一気に想い起こされている今日この頃である。真殿所員の『違反行為別交通事故と違反取

締りに関する都道府県別比較研究』（第 484号）は、かねがね取締りのための取締りではないか

と感じていたドライバー歴 37年の私にとって興味のある内容であった。特に、スピード違反そ

のものが直接死亡率の上昇と結びついていないことを考えると、一層現在の取締りのあり方に

疑問を持った次第である。取締り件数との関係については理解できるのだが、取締りの実態が

どういう形で行われているかも付記してもらうと、読み手としてはさらに理解できるのではな

いかと思う。いつも免許の更新時の講習会でしか交通事故件数などに関心をもたない私が、ルー

チン化した交通事故にも反応しない自分に驚いている。   （Ｋ.Ｍ） 
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